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福井市一般廃棄物処理実施計画  

 

１ 資源物及び廃棄物（ごみ）処理実施計画  

 

 (1) 実施期間 

   令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで  

 

 (2) 実施区域 

   実施区域は、福井市の全区域（以下「福井市全域」という。）を対象とする。

ただし、収集運搬計画、中間処理計画及び最終処分計画においては、平成１８年

２月１日の美山町、越廼村及び清水町の編入前における福井市（以下「旧福井市」

という。）及び美山町（以下「旧美山町」という。）の区域（以下「福井・美山

区域」という。）並びに越廼村（以下「旧越廼村」という。）及び清水町（以下

「旧清水町」という。）の区域（以下「越廼・清水区域」という。）ごとに定め

る。 

  

 (3) 計画（目標）処理量                    (単位 トン）  

家庭系

資源物 

行

政

回

収 

プラスチック製容器包装  2,279 

びん類 978 

缶類 325 

ペットボトル  266 

ダンボール・紙製容器・紙パック  602 

その他資源物（乾電池、スプレー缶、蛍光灯、新聞紙、

雑誌及び小型家電）  

179 

家庭系資源物（行政回収） 小計【Ａ】 4,629 

中間処理後資源化物【Ｂ】  1,434 

集団資源回収（新聞紙、雑誌及び紙パック）【Ｃ】  3,644 

 小計 9,707 

家庭系

廃棄物 

燃やせるごみ及び燃やせる粗大ごみ  41,764 

燃やせないごみ及び燃やせない粗大ごみ  9,461 

 小計【Ｄ】 51,225 

事業系

廃棄物 

燃やせるごみ及び燃やせる粗大ごみ  23,586 

燃やせないごみ及び燃やせない粗大ごみ  1,775 

 小計【Ｅ】 25,361 

合計 【Ａ】+【Ｃ】+【Ｄ】+【Ｅ】 84,859 

１人１日当たりのごみ排出量（【Ａ】 +【Ｄ】+【Ｅ】）÷人口÷日数

（単位 グラム） 

    857 

  ｸﾞﾗﾑ 
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 (4) 発生抑制【リデュース】、再使用【リユース】及び再生利用【リサイクル】の

推進に係る取組  

  ア 市民が２Ｒ（発生抑制【リデュース】及び再使用【リユース】をいう。）に

取り組むための意識啓発及び排出知識の周知  

   (ｱ) 地球環境の現状及び本市廃棄物の現状の広報  

    ⅰ 市職員、ＮＰＯ、環境美化地区推進員等による学習会及び研修会の実施 

    ⅱ 市政広報等による廃棄物の現状及び２Ｒ取組事例等の広報啓発 

    ⅲ 学校等と連携した児童・生徒・学生等を対象とした学習会の実施 

    ⅳ 廃棄物減量等推進会議の開催  

    ⅴ 環境美化地区推進員を対象とした研修会の開催 

   (ｲ) 市民及び事業者への啓発及び働きかけの実施  

    ⅰ 市民が簡単にできる減量行動の周知  

    ⅱ 事業者及び消費者団体等と連携した、食品廃棄物減量の周知  

（使いキリ、食べキリ及び水キリの推進） 

    ⅲ 消費者団体等と連携した、レジ袋無料配布中止の継続及び容器包装簡素

化への事業者への働きかけの実施  

    ⅳ イベント等におけるリユースの啓発  

    ⅴ 関係機関との連携によるフードドライブの推進 

    ⅵ 市民及び事業者のエコ活動（取組）の広報  

   (ｳ) 食品ロス削減推進計画の検討 

   (ｴ) 家庭系廃棄物手数料の見直し  

    ⅰ 他市町村の家庭系廃棄物手数料についての調査  

    ⅱ 指定（ごみ）袋有料化の検討  

    ⅲ 持込手数料及び粗大廃棄物の手数料改定の検討 

  イ 資源物を分別排出できる機会の提供  

   (ｱ) 新たな資源物回収拠点の検討 

ⅰ 新たな回収拠点及び回収対象物の検討・実施 

ⅱ わけるば（福井環境事業株式会社二日市リサイクルセンター（二日市町

１９号８番地）及び株式会社増田喜福井営業所（西開発４丁目６２１番地

）をいう。以下同じ。）及び古紙類の回収拠点の設置、増設 

   (ｲ) 古紙類の分別排出の推進  

    ⅰ 集団資源回収及び店頭回収の広報及び啓発 

    ⅱ 関係機関と連携した、雑がみ分別回収の促進  

    ⅲ 古紙類回収推進事業の実施 

  ウ 事業者が排出抑制に取り組むための仕組みづくり  

   (ｱ) 事業所の３Ｒ（発生抑制【リデュース】、再使用【リユース】及び再生利

用【リサイクル】をいう。）意識の醸成 

    ⅰ 多量排出事業所３Ｒ推進計画制度の推進（前年度結果及び当年度計画に

ついての事業所ヒアリング）及び課題の検討 

    ⅱ ふくいマル優エコ事業所（エコショップ・エコオフィス）の認定制度の

推進 

    ⅲ 事業者向け啓発情報の発信  
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ⅳ 福井県商工会連合会等に対する「おいしい食べきり運動」への協力要請  

    ⅴ 資源化を行っている処理事業者の排出事業者への広報（周知）  

    ⅵ 事業系ごみの家庭ごみ袋による排出の防止及び産業廃棄物の混入の防止

の指導の強化  

    ⅶ スーパー及び学校等から排出される生ごみのリサイクル推進  

(ｲ) 事業系廃棄物手数料の見直し  

    ⅰ 事業系廃棄物処理手数料及び事業者用指定袋手数料の見直し  

 ⅱ 事業者への周知活動  

  エ 許可事業者との連携による焼却廃棄物等の排出抑制  

   (ｱ) 事業所排出情報の市への提供  

     一般廃棄物（ごみ）収集運搬許可業者の取引先情報の市への報告  

   (ｲ) 許可事業者との連携による排出事業所指導  

    ⅰ クリーンセンターでの監視強化及び許可事業者との情報共有  

    ⅱ クリーンセンターへの古紙類搬入制限に向けた情報収集  

   (ｳ) 機密を含む古紙類資源化の仕組みづくり  

    ⅰ 事業系古紙類資源化の仕組みづくり  

ⅱ 機密書類の資源化可能業者の把握  

    ⅲ 市役所内部の書類のクリーンセンターへの搬入禁止  

  オ 市民団体、民間事業者等が取り組む資源化の支援  

   (ｱ) 新たな資源化に取り組む市民団体の支援  

     古紙等集団資源回収の実施  

   (ｲ) 事業者による資源物店頭回収・自主回収の場の設置 

    ⅰ 自主回収の場の現状把握 

    ⅱ 新たな自主回収の場の設置促進、働きかけ  

  カ 現有施設の維持管理及び新たな処理施設等の整備・検討 

   (ｱ) 現有施設の維持管理  

    ⅰ クリーンセンターの維持管理 

    ⅱ 収集資源センターの維持管理  

    ⅲ クリーンセンター周辺の大気環境常時監視 

   (ｲ) 新たな処理施設の整備・検討  

    ⅰ ごみ処理施設の実施設計  

    ⅱ 新ごみ処理施設敷地の造成工事  

    ⅲ 新ごみ処理施設整備・運営事業に係る工事監理・運営モニタリング  

ⅳ 最終処分場整備について検討  

   (ｳ) 焼却時に発生する熱エネルギーの活用  

     焼却の余熱を利用した東山健康運動公園への供給 

  キ 不法投棄や不適正処理の未然防止  

   (ｱ) 不法投棄の未然防止 

    ⅰ 不法投棄監視カメラの設置  

    ⅱ 不法投棄パトロールの実施  

   (ｲ) 不適正保管及び不適正処理の未然防止  

    ⅰ 無許可収集運搬業者の指導 
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    ⅱ 野外焼却、不適正保管等に対し、市民及び事業者へ啓発及び指導 

  ク 安心できるごみ処理体制の確保  

   (ｱ) 災害廃棄物処理計画の策定  

     迅速かつ適正な災害廃棄物処理体制の構築 

   (ｲ) 超高齢社会への対応  

     関係機関と連携した超高齢社会への対応の検討 

  ケ 一般廃棄物会計基準の導入  

 

 (5) 分別排出の方法  

   分別排出の方法は、次のとおりとする。  

種 類 
 

方  法 
区 域 

資

源

物 

プラスチック製容器包装  指定袋を使用し、集積所に排出  

びん類 色別に分類し、集積所に設置される容器に排出  

缶類 透明又は半透明の袋を使用し、集積所に排出  

ペットボトル  

ダンボール・紙製容器  １メートル角までの大きさに折りたたみ紙ひも

で十字に縛り、又は紙袋に入れ紙ひもで十字に

縛り、集積所に排出  
紙パック 

乾電池 透明又は半透明の袋を使用し、集積所に排出  

スプレー

缶 

福井・美山

区域 

中身を排出し穴をあけ、透明又は半透明の袋を

使用し、集積所に排出  

越廼・清水

区域 

中身を排出し穴をあけ、集積所に設置される容

器に排出 

蛍光灯 集積所に設置される容器に排出  

燃やせるごみ 指定袋を使用し、集積所に排出  

燃やせないごみ 福井・美山

区域 

越廼・清水

区域 

集積所に設置される容器に排出  
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 (6) 収集・運搬その他の回収の計画  

  ア 家庭系資源物及び廃棄物の収集・運搬  

    家庭系資源物及び廃棄物の収集・運搬の方法は、次のとおりとする。  

種 類  
 

収集方法 
収集回数 

※ 
運 搬 先 

区 域 

資

源

物 

プラスチック製容器包装  委託 週１回 民間事業者 

びん類 月１回 

缶類 市・委託 月２回 

ペットボトル  委託 月１回 

ダンボール・紙製容器  

紙パック 

乾電池 広域圏（福井坂井地区広

域市町村圏事務組合をい

う。以下同じ。）  

スプレー

缶 

福井・美山

区域 

月２回 広域圏 

越廼・清水

区域 

鯖江広域（鯖江広域衛生

施設組合をいう。以下同

じ。） 

蛍光灯 福井区域 年６回 広域圏 

美山区域 年５回 

越廼・清水

区域 

月１回 鯖江広域 

燃やせるごみ 福井・美山

区域 

市・委託 週２回 クリーンセンター（福井

市クリーンセンターをい

う。以下同じ。）  

越廼・清水

区域 

委託 鯖江広域 

燃やせないごみ 福井・美山

区域 

月２回 広域圏 

越廼・清水

区域 

鯖江広域 

燃やせる粗大ごみ  市 申込制 収集資源センター（福井

市収集資源センターをい

う。以下同じ。）  

燃やせない粗大ごみ  

犬・猫等の死体 委託 クリーンセンター  

（一部、民間事業者であ

る場合がある。） 

 ※ 一部の地域で、例外あり  
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  イ 事業系廃棄物の収集・運搬  

    事業系廃棄物の収集・運搬の方法は、次のとおりとする。ただし、おおむね

１か月に２５０キログラム以下のごみを排出する事業者であって、ごみを排出

しようとする集積所の管理者の許可を受けたものの事業系廃棄物については、

アの家庭系資源物及び廃棄物の収集・運搬の方法による。  

種類 区域 収集主体 運搬先 

燃やせるごみ・燃

やせる粗大ごみ 

福井・美山区域 当該区域の当該

種類のごみを収

集・運搬する許

可を受けた業者 

クリーンセンター  

越廼・清水区域 鯖江広域 

燃やせないごみ・

燃やせない粗大ご

み 

福井・美山区域 広域圏 

越廼・清水区域 鯖江広域 

  ウ その他の回収  

    占有者等（条例第１７条に規定する占有者等をいう。）は、家庭系資源物及

び廃棄物のうち、次の種類の資源物及び廃棄物を次の施設に持ち込むことがで

きる。 

種  類 
 

持 込 先 
区 域 

資源

物 

プラスチック製容器包装  わけるば 

びん類 わけるば、収集資源センター及びクリー

ンセンター 缶類 

ペットボトル  

新聞・チラシ・雑誌・雑がみ わけるば、美山連絡所、越廼連絡所、清

水連絡所、収集資源センター及びクリー

ンセンター 

ダンボール・紙製容器  

紙パック 

小型家電 福井市役所本庁舎、美山連絡所、越廼連

絡所、清水連絡所、収集資源センター、

クリーンセンター及び回収拠点※１ 

乾電池 わけるば、収集資源センター及びクリー

ンセンター 蛍光灯 

燃やせるごみ・燃

やせる粗大ごみ 

福井・美山区域 クリーンセンター  

越廼・清水区域 鯖江広域 

燃やせないごみ・

燃やせない粗大ご

み 

福井・美山区域 広域圏 

越廼・清水区域 鯖江広域 

犬・猫等の死体 クリーンセンター  

※１ 福井県民生活協同組合ハーツ羽水店（木田３丁目２８０２番地）、ハーツ学園店

（学園２丁目９番２２号）及びハーツ志比口店（志比口２丁目１１番１３号）をい

う。 
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 (7) 中間処理並びに再商品化及び最終処分の計画  

   ごみ種類別の中間処理の方法、中間処理の主体、再商品化及び最終処分の方法

並びに処理区域については、次のとおりとする。  

種  類 
中間処理 再商品化・最終処分  

方 法 主 体 方 法 主 体 

資

源

物 

プラスチック製容器包装  選別・圧

縮・梱包

（委託） 

民間事業者 再商品化 

（委託） 

指定法人 

※ 

びん 

類 

青・黒 選別（委

託） 白・茶 

生きびん 

再商品化 

（売却） 

民間事業者 

缶類 選別・圧

縮（委託

） 

ペットボトル  選別・圧

縮・梱包

（委託） 

新聞・チラシ・雑誌・雑が

み 

圧縮・梱

包（委託

） ダンボール・紙製容器  

紙パック 

小型家電 選別・破

砕（委託

） 

再商品化 

（委託） 

乾電池 選別 広域圏 

スプレー

缶 

福井・美山区域  

越廼・清水区域  鯖江広域 

蛍光灯 福井・美山区域  広域圏 

越廼・清水区域  鯖江広域 

燃やせるご

み・燃やせ

る粗大ごみ 

福井・美山区域  焼却・破

砕 

クリーン 

センター 

埋立て 民間事業者 

越廼・清水区域  鯖江広域 鯖江広域 

燃やせない

ごみ・燃や

せない粗大

ごみ 

福井・美山区域  破砕・焼

却 

広域圏 広域圏 

越廼・清水区域  鯖江広域 鯖江広域 

犬・猫等の死体 焼却 クリーン 

センター 

民間事業者 

 ※ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第

１１２号）第２１条第１項の規定により指定された法人をいう。 
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 (8) 適正処理困難物の処理  

   条例第２２条第１項第７号の市長が別に定める排出禁止物は、次の表の左欄に

掲げる適正処理困難物（市で処理できないもの）とし、同表右欄に掲げる処理方

法により排出者の責任において自らが適正に処理することとする。  

適正処理困難物  処 理 方 法 

特定家庭用機器（エアコ

ン、テレビ、冷蔵庫・冷

凍庫、洗濯機・衣類乾燥

機） 

①  販売店に依頼  

②  当該種類のごみを収集・運搬する許可を受けた業者

に依頼 

③  郵便局で家電リサイクル券を購入のうえ、指定取引

場所に持込み 

パソコン ①  パソコンメーカーに依頼  

②  パソコン３Ｒ推進協会に問い合わせ  

自動二輪車 ①  取扱店に依頼  

②  二輪車リサイクルコールセンターに問い合わせ  

消火器 消火器リサイクル推進センターに問い合わせ  

コンクリートブロック、

瓦、タイルその他がれき

類、建築廃材、廃塗料 

当該種類のごみを処分する許可を受けた業者に持込み 

ガスボンベ（カートリッ

ジ式を除く。） 

福井ＬＰガス供給センター協同組合に問い合わせ  

バッテリー 取扱店に依頼  

ピアノ 取扱店に依頼  

金庫 取扱店に依頼  

木くず（直径１０センチ

メートル以上又は長さ２

メートル以上のもの）  

①  当該種類のごみを収集・運搬する許可を受けた業者

に依頼 

②  当該種類のごみを処分する許可を受けた業者に持込

み 

上記以外の適正処理困難

物 

販売店又は取扱店に問い合わせ  
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(9)許可業者による収集運搬計画  

一般廃棄物（ごみ）の収集運搬業の許可方針については、ごみの排出量等を勘

案すると、既存の許可業者の持つ能力で適正に処理できることから、現行の体制

を維持する。ただし、特定家庭用機器、木くず等ごみの資源化が確実に実施され

る場合は、ごみの種類を限定して新規の許可を行う。  

一般廃棄物（ごみ）収集運搬業の許可業者、営業区域及び許可内容については、

次のとおりとする。 

業者名 所在地 営業区域 許可内容 

福井環境事業(株) 
福井市角折町第６号

１番地 
福井市全域 

ごみ、資源物、食品廃棄物、

特定家電 

特別管理一般廃棄物  

(株)相互環境公社  
福井市角折町第６号

１番地 
福井市全域 

ごみ、資源物  

特別管理一般廃棄物  

(有)宮下ビル管理  
福井市角折町第６号

１番地 
福井区域 ごみ、資源物  

(株)クリンマスタ

ー 

福井市上森田１丁目 

３０９番地 
福井市全域 

ごみ、資源物、特定家

電 

(有)北陸精巧舎 
福井市江守中町第８

号８番地１３ 

福井、美山、

清水区域 
ごみ、資源物  

ちきゅう未来(株) 
福井市北四ツ居２丁

目１３番３号 
福井市全域 草、木くず 

(株)北陸環境サー

ビス 

福井市白滝町６７号

２番地 
福井市全域 木くず、草 

エス･イ･コンサル

(株) 

福井市西下野町第１２

号４番地  
福井市全域 刈り草、剪定枝  

(有)越前公益 
越前町四ツ杉第７９

号７番地１ 
越廼区域 ごみ、特定家電  

丹生建設工業(株) 
福井市甑谷町第４４

号１番地 
清水区域 ごみ 

(株)クリーン丹南  
越前町下糸生第１３

６号１０番地 

福 井 、 清 水

区域 
ごみ、特定家電  

(株)共和綜合建設  
福井市片山町第６１

号１７番地 
清水区域 ごみ 

公益センター(株) 
鯖江市上鯖江１丁目 

１０番地４３ 

福井、越廼、

清水区域 
ごみ 

(有)ニュークリー

ン公社 

越前町下糸生第１３２

号４番地５  
福井市全域 ごみ、特定家電  

(有)上村商店 
あわら市大溝３丁目

５番１３号 
福井市全域 特定家電 

(有)上田産業 
福井市小宇坂島町第

５号１１番地の１  

福 井 、 美 山

区域 
ごみ 



10 

(有)大橋商店 
永平寺町松岡葵１丁

目９６番地 
福井市全域 特定家電 

リサイクル・山澤  
福井市八重巻町第３１

号３３番地  
福井市全域 特定家電 

(株)ピーディ 
福井市若栄町２０２

番地 
福井市全域 特定家電 

(株)宇野組 
福井市南宮地町第１４

号１１番地  
特定事業所 木くず、草 

(有 )春江クリーン

社 

坂井市春江町針原第

５６号４番地５ 
福井市全域 特定家電 

波寄造園土木(株) 
福井市波寄町第３７

号８２番地 
福井市全域 木くず、草 

(株)ビコー 
福井市栂野町第２０

号１０番地 
福井市全域 特定家電 

(株)アイシー物流  
福井市寺前町第１８

号１２番地 
福井市全域 特定家電 

社団法人  福井県

セルプ 

福井市光陽２丁目３

番２２号 
特定事業所 

ペットボトル（キャッ

プとラベルを外した洗

浄されたもの）  

台東運輸(株) 
福井市上中町第２５

号８番地１ 
福井市全域 特定家電 

(株)エコロジス 
福井市二日市町第２０

号１２番地  
福井市全域 木くず 

(有)コーフク商運  
福井市徳光町第３６

号５番地 
福井市全域 特定家電 

(株)矢部商店 
福井市南江守町第２

号６１番地１ 
福井市全域 魚腸骨類残渣  

(株)増田喜 
福井市乾徳２丁目６

番６号 
福井市全域 ペットボトル  

(株)ミカド開発 
福井市福１丁目 

２６０３ 
福井市全域 特定家電、草、剪定枝  

コパー(株) 
越前市岩内町第３０

号２番地１８ 
福井市全域 特定家電 

清水紙料(株) 
福井市みのり２丁目 

１９番８号 
福井市全域 ペットボトル  

池田金属(株) 
福井市文京７丁目２３

番２６号  
福井市全域 特定家電 

(株)福井環境開発  
福井市下河北２３番

地１号 
福井市全域 特定家電、木くず、草  

三栄開発（株）  
福井市三郎丸町第２１

号２１番地の２  
福井市全域 特定家電 
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(株)北陸遺品整理  
福井市石盛町１丁目

５０９番地 
福井市全域 特定家電 

中西木材㈱ 
越前市家久町６３字

１１の１番地 
福井市全域 特定家電、木くず  

その他運搬許可の市外搬入業者２１社  

 注  福井区域、美山区域、越廼区域及び清水区域は、それぞれ旧福井市、旧美山町

、旧越廼村及び旧清水町の区域をいう。  

 

(10) 一般廃棄物（ごみ）処分業の許可方針  

現行の処理体制での処理を基本とするため、新規の許可は行わない。ただし、

ごみの資源化を目的とする場合又は適正処理困難物を処理する場合は、ごみの種

類を限定して許可を行う。  

一般廃棄物（ごみ）処分業の許可業者名、取り扱う一般廃棄物（ごみ）の種類

及び処理方式については、次のとおりとする。  

業者名 所在地 許可内容 処理方式 

福井環境事業

(株) 

福 井 市 角 折 町 第 ６

号１番地 

食品廃棄物 発酵 

プラスチック製容器包装  破砕、溶融固化 

    ちきゅう未来

(株) 

福 井 市 北 四 ツ 居 ２

丁目１３番３号  

木くず、草 破砕 

エス･イ･コン

サル(株) 

福井市西下野町  

第１２号４番地  

刈り草、剪定枝  破砕 

(株 )エコクリ

ーン 

福井市二日市町  

第２０号１２番地  

プラスチック製容器包装  破砕、固形燃

料化 

(株 )エコシス

テム 

福井市二日市町  

第２０号１２番地  

木くず 破砕 

(株 )クリンマ

スター 

福 井 市 上 森 田 １ 丁

目３０９番地  

ペットボトル  破砕 

(株)道端組 福井市長本町 

第２０９番地  

コンクリート、コンクリートブ

ロック 

破砕 

(株 )北陸環境

サービス 

福 井 市 白 滝 町 ６ ７

号２番地 

①可燃不燃混合廃棄物（プラスチッ
ク類、紙、木、繊維、金属、ガラス
）、瓦、タイルくず、コンクリート
くず、その他建築廃材 

②可燃不燃混合廃棄物(プラスチック
類、紙、木、繊維、金属※、ガラス※

、瓦※、タイルくず※、コンクリート
くず※(※選別後の残渣に限る))、そ
の他建築廃材、動物の死体 

③焼却灰、ばいじん、汚泥、不燃物
（ガラスくず、瓦、タイルくず、コ
ンクリートくず、その他建築廃材）
（石綿含有一般廃棄物を含む） 

①選別、破砕 

②焼却 

③埋立て 

(株)増田喜 福 井 市 乾 徳 ２ 丁 目

６番６号 

ペットボトル  圧縮 
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(株)深谷 福 井 市 三 ツ 屋 ２ 丁

目２０７番地  

コンクリートくず、アスファル

トくず、金属くず（コンクリー

トに付着した金属）  

破砕 

清水紙料(株) 福 井 市 み の り ２ 丁

目１９番８号  

ペットボトル  圧縮 

今中土木(株) 福井市帆谷町第１６

号１５番地の２ 

コンクリート、コンクリートブ

ロック、瓦、レンガ  

破砕 

(有 )上田チッ

プ 

福井市河合寄安町  

２０９番地 

木くず 破砕 

(株 )トータル

クリーンセン

ター福屋 

福井市宿布町１６字

１番１号 

廃塗料 焼却 

 

(11) 他市町村からの一般廃棄物（ごみ）の受入れ  

他市町村で発生した一般廃棄物（ごみ）を本市の一般廃棄物処理施設で処理す

る場合には、本市は他市町村と事前協議を行い、本市と他市町村のそれぞれの一

般廃棄物処理計画の調和が確保される場合に限り、本市へのごみの搬入を認める

。 

他市町村で発生した一般廃棄物（ごみ）を本市に搬入することを認める収集運

搬業者名、処分業者名・施設名、内容及び市町村名は次のとおりである。  

収集運搬業者  
処分業者名・施設

名 
内容 市町村名 

福井環境事業(株) 福井環境事業(株)

有機センター 

食品廃棄物（堆肥化）  坂井市、

鯖江市 

福井環境事業(株) 

二日市リサイクル

センター 

廃プラスチック類、硬質プ

ラスチック類 

高浜町 

鯖江広域衛生施設

組合が認めた業者  

(株)深谷 コンクリートくず、アスフ

ァルトくず、金属くず（コ

ンクリートに付着した金属

） 

鯖江市、

越前町 

(株)北陸環境サー

ビス 

(株)北陸環境サー

ビス 

陶磁器くず、ガラス、レン

ガ 

鯖江市、

越前町 

(株)矢部商店 (株)矢部商店 魚腸骨 敦賀市 
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２ し尿処理実施計画  

 (1) 実施期間 

   令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで  

 

 (2) 実施区域 

   実施区域は、福井市全域を対象とする。ただし、収集運搬計画、中間処理計画

においては、福井・美山区域及び越廼・清水区域ごとに定める。  

 

 (3) 種類別排出量                  （単位 キロリットル） 

 し尿 浄化槽清掃汚泥 合計 

総排出量 1,912  30,610  32,522  

(4) 収集・運搬の計画  

   し尿及び浄化槽清掃汚泥は、排出者からの申込みにより許可業者が収集・運搬

する。 

  

(5) 収集区域の範囲  

   福井市全域とする。  

  

(6) 中間処理の計画  

区域 搬入先 処理場所 

福井市全域 福井市し尿投入所  日野川浄化センター  

  

(7) 許可業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第７条第１項関係）  

業者名 住所 許可区域 

福井環境事業（株） 福井市角折町第６号１番地 福井・美山区域 

（株）相互環境公社  福井市角折町第６号１番地 福井区域 

（有）ニュークリーン公社  福井県丹生郡越前町下糸生第１

３２号４番地５  

越廼・清水区域 

 


